行政書士によるマイナンバーカードの
申請サポート・代理交付業務について

外出が困難な方を対象に、行政書士がご自宅を訪問しマイナンバーカードの申請サポートや代理受取りを行います。

	内容
	（１）マイナンバーカードの申請サポート
　（顔写真の撮影など申請のお手伝いをします。）
（２）マイナンバーカードの代理受取り
　（受取りに必要な本人確認書類を預かり、役場でカードを代理受領しご自宅へお届けします。
　※どちらか一方のみの申込みも可能です。

	対象者
	　府中町民で次の１～５のいずれかに該当する人
１　施設入所または長期入院中の人（町内の施設または病院のみ）
２　障害により来庁困難な人
３　要介護または要支援認定を受けている人
４　７５歳以上の人（顔写真付本人確認書類をお持ちの人）
５　その他カードの申請・受取に支援が必要な人

	申込方法
	住民課にお電話または窓口でお申し込みください。

	手続きの流れ
	①住民課へ利用申込み
②行政書士会から日程調整の連絡
③ご自宅等へ申請書が届く
④ご自宅等へ行政書士が訪問し申請のサポートを行う
⑤約１か月後カードが作成され、その後ご自宅等の訪問日程調整の連絡
⑥ご自宅等へ行政書士が訪問し、本人確認書類（身分証明書等）等をお預かりし住民課でカード受領
⑦再度行政書士がご自宅等を訪問し、カードをお渡し

	費用
	無料

	その他
	申込みからカードがお手元に届くまで、２～３か月かかります。

	お問い合わせ先
	府中町役場住民課　電話082-286-3151



